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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】座板と板状体からなる背板とを有する椅子に、
特別な付属部材を用いることなく、座り心地にも影響せ
ず、手提げバッグなどの手荷物を邪魔にならないように
簡単に掛け止めることのできる椅子を提供する。
【解決手段】本椅子は、座板１０と板状体からなる背板
２０とを有する椅子であって、背板２０の少なくとも一
方の側辺部２１近傍の掛け止め部２５は隣接部が陥没し
た形状となっていることを特徴とする。そして、この陥
没した部分で手荷物を掛け止めることができる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　座板と板状体からなる背板とを有する椅子であって、該背板の少なくとも一方の側辺部
の上端が隆起した形状となっていることを特徴とする椅子。
【請求項２】
　背板上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍に切り欠き部が設けられ、該切り欠き部によ
り側辺部の上端が隆起した形状となっていることを特徴とする請求項１に記載の椅子。
【請求項３】
　背板の少なくとも一方の側辺部の上辺部近傍に切り欠き部が設けられ、該切り欠き部に
より側辺部の上端が隆起した形状となっていることを特徴とする請求項１に記載の椅子。
【請求項４】
　背板上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍以外が切り取られ、側辺部の上端が隆起した
形状となっていることを特徴とする請求項１に記載の椅子。
【請求項５】
　背板の両方の側辺部の上端が隆起した形状となっていることを特徴とする請求項１～４
のいずれか一項に記載の椅子。
【請求項６】
　背板を構成する板状体は合成樹脂または合板を素材とすることを特徴とする請求項１～
５のいずれか一項に記載の椅子。
【請求項７】
　座板と背板とが連続した板状体から構成されていることを特徴とする請求項１～６のい
ずれか一項に記載の椅子。
【請求項８】
　座板はクッションが装着されていることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記
載の椅子。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は各種ホール、集会場、会議室、レストラン、食堂などで好適に用いられる椅子
に関するものであり、特に参列者や出席者が携帯している手提げバッグなどの手荷物を床
に置くことなく、簡単に掛け止めることができる機能を有する椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種ホール、集会場、会議室、レストラン、食堂などでの参列や出席に際して、手提げ
バッグなどの手荷物を携帯した場合に、手荷物の置き場に困ることが多い。このような場
合に備えて、椅子に取り付けて手荷物を掛けることのできる簡易ハンガーは、これまでに
も提案されている。例えば、特許文献１には椅子のフレームに取り付け可能な、フックを
軸装したハンガーが提案されており、また特許文献２には、スプリングの弾性力を利用し
て、椅子の背板の上部のフレームパイプなどに装着することのできるフックを具備した簡
易ハンガーが提案されている。さらに、特許文献３には背板の上方に背当て部材を設けて
、人が椅子に座ったときに座った人と背板の間に手荷物を収納することのできる収納空間
を構成することのできる椅子も提案されている。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１や２では、付属品であるハンガーとしての金具が必要であり
、取り付け箇所もフレームパイプに取り付けることを前提としている。特許文献３の椅子
では、座った人は背当て部材で前方に押出されることになり、座り心地がよくないなどの
問題があった。
【０００４】
　一方、上記のような各種ホール、集会場、会議室、レストラン、食堂などで使用される
椅子では、運搬や積み重ねて片付けることが簡便にできる椅子がよく用いられる。このよ
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うな椅子は脚を設けた座板と背凭れとなる背板とから構成され、背板は背中にフィットす
るように湾曲加工した板状体から構成されることが多い。この場合に、座板と背板とを連
続した一枚の板状体を成形加工して製造することも可能であり、素材としては合板や合成
樹脂が用いられる。このような板状体を加工した背板を有する椅子は種々のデザインの加
工が容易であり、幅広い用途に使用されている。しかしながら、このような背板を有する
椅子では、背凭れにフレームパイプ等もなく、手荷物を掛けることのできる簡易ハンガー
の取り付けも容易でなく、椅子を積み重ねた際に、後付したハンガーのフックで背板が傷
つく可能性もある。また、特許文献３に示されるような背板を加工して背当て部材を設け
たものでは、座り心地がよくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】登録実用新案第３０５８９５７号公報
【特許文献２】特開２００３－２０４８６０号公報
【特許文献３】特開２０００－１２５９８９号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　本考案の課題は、座板と板状体からなる背板とを有する椅子に、特別な付属部材を用い
ることなく、座り心地にも影響せず、手提げバッグなどの手荷物を邪魔にならないように
簡単に掛け止めることのできる椅子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案の椅子は、座板と板状体からなる背板とを有する椅子であって、該背板の少なく
とも一方の側辺部の上端が隆起した形状となっていることを特徴とする。そして、この椅
子では隆起した部分で手荷物を掛け止めることができる。
【０００８】
　また、上記の椅子は、背板上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍に切り欠き部が設けら
れ、該切り欠き部により側辺部の上端が隆起した形状となっているもの、あるいは背板の
少なくとも一方の側辺部の上辺部近傍に切り欠き部が設けられ、該切り欠き部により側辺
部の上端が隆起した形状となっているもの、あるいは背板上辺部の少なくとも一方の側辺
部近傍以外が切り取られ、側辺部の上端が隆起した形状となっているものなどが好ましい
。
【０００９】
　そして、上記の椅子では、背板の一方の側辺部だけでなく、両方の側辺部の上端が隆起
した形状となっていてもよい。さらには、背板を構成する板状体は合成樹脂または合板を
素材とすることや、座板と背板とが連続した板状体から構成されていることが好ましく、
また、座板にはクッションが装着されていてもよい。
【００１０】
　尚、本考案において、背板側辺部の上端が隆起した形状とは、背板の最上端において側
辺部が隆起した形状だけでなく、上記のように側辺部の上辺部近傍に切り欠き部が設けら
れる場合のように、隆起した形状の背板側辺部の上端の上方に、背板の最上端である上辺
部の一部が覆いかぶさるように存在する形状も含まれる。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案の椅子では、背板側辺部の上端が隆起した形状となっているために、この隆起し
た部分で手荷物を簡単に掛け止めることができる。そして、この隆起した部分は、板状体
を背板に加工する際に、板状体に切込みを入れたり、隆起させる部分以外を切り取ったり
するなどの加工を同時に施すことで簡単に設けることができ、簡易ハンガーなどの付属部
品の必要もなく、手荷物掛けを設置することができる。また、このような背板側辺部の上
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端を隆起させた形状とすることは、椅子のその他の機能を妨げることなく、椅子を利用す
る人の邪魔にもならず、座り心地の良い椅子とすることができる。さらに、デザイン的に
も種々の変形が応用でき、椅子全体のデザインを考慮して設計することも可能であり、美
観の優れた椅子とすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】背板上辺部に切り欠き部を設けた実施例の椅子の斜視図である。
【図２】図1に示す椅子の正面図Ａ、上面図Ｂ、側面図Ｃである。
【図３】図１の切り欠き部の位置を替えた実施例の椅子の正面図である。
【図４】図1の椅子の背板に装飾を施した椅子の斜視図である。
【図５】背板上辺部の二ヶ所に切り欠き部を設けた実施例の椅子の斜視図である。
【図６】側辺部に切り欠き部を設けた実施例の椅子の斜視図である。
【図７】背板上辺部の側辺部近傍以外が切り取られた実施例の椅子の斜視図である。
【図８】切り取られた背板上辺部の形状を変えた実施例の椅子の部分斜視図である。
【図９】切り取られた背板上辺部の形状を変えた実施例の椅子の部分斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下本考案の実施例を図に基づいて説明する。図１は本考案の実施例の椅子の斜視図で
あり、連続した一枚の合板または合成樹脂板を折り曲げ加工して座板１０と背板２０とし
、座板１０には下部に４本の脚３０が取り付けられている。また、本実施例では座板１０
の上部にはクッションシート１１が装着されているが、このクッションは必要により装着
される。図２はこの実施例の椅子の正面図Ａ、上面図Ｂ、側面図Ｃである。
【００１４】
　図１および２に示される椅子では、上辺部２３の側辺部２１の近傍に、切り欠き部２４
が設けられ、側辺部２１の上端２５が隆起した形状となっている。このように、側辺部２
１の上端２５が隆起した形状となっており、この上端２５に手荷物であるハンドバッグや
手提げ袋の手持ちベルトや紐を引っ掛けて、手荷物を掛け止めることができる。この実施
例では切り欠き部２４の形状は掛け止め易く、見た目の良いＵ字形としたが、その形状は
半円状、逆三角形、矩形などの形状としてもよい。
【００１５】
　図３に示される椅子は、前記椅子とは逆側の側辺部２２の近傍に、上辺部２３に切り欠
き部２４が設けられたもので、隆起した形状の上端２５が図１とは左右逆になっている。
図４に示される椅子は美観のために前記椅子の背板２０の中央部分に飾り模様２６が設け
られたもので、この飾り模様２６は種々の形状とすることができる。図５に示される椅子
は切り欠き部２４が側辺部２１および２２の両方の側辺部近傍に設けられ、左右の側辺部
の上端２５が隆起した形状になっており、左右いずれの上端２５でも手荷物を掛け止める
ことのできるものである。
【００１６】
　図６に示される椅子は、切り欠き部２４が側辺部２１の上辺部２３近傍に設けられ、該
切り欠き部２４により側辺部２１の上端２５が隆起した形状となっている。この椅子では
、切り欠き部２４が側辺部２１に設けられるために、図1に示される椅子の側辺部上端２
５の上方に背板の上辺部２３が張り出している形状となっている。このタイプでも、図１
～５に示される椅子と同様に、切り欠き部２４が左右入れ替えて設けられたり、左右両側
に設けられたり、さらには飾り模様が設けられたりしたものでもよい。
【００１７】
　図７に示される椅子は、背板２０の側辺部２１および２２近傍以外の上辺部が切り取ら
れ、新たな上辺部２７とされ、両方の側辺部の上端２５が隆起した形状となっているもの
である。この椅子でも、隆起した形状の上端２５にて手荷物を掛け止めることができる。
この場合では、両方の側辺部近傍以外の上辺部が切り取られているが、一方の側辺部近傍
のみを残して切り取り、隆起した形状の上端２５を左右のいずれかに設けることでもよい
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【００１８】
　図７に示される椅子では、切り取られた部分の上辺部２７は直線状の形状を示したが、
図８に示したように、山形の形状の上辺部２８としてもよいし、その他の種々の曲線とす
ることもできる。さらには、図9に示すように山形ないしは円弧の形状である背板２０の
上辺を切り取り、上辺部２９としたものでもよい。
【００１９】
　本考案の背板の少なくとも一方の側辺部の上端が隆起した形状となっている椅子として
は、以上の実施例から想定しうるその他種々の変形した形状とすることができる。
【００２０】
　以上の実施例では、座板１０と背板２０は連続した一枚の合板または合成樹脂板を折り
曲げ加工した例を示したが、それぞれ別個の板材を直接または接合部材を介して接合して
製作してもよく、座板と背板を異なる素材で製作してもよい。また、素材としては合板に
限らず木製板材でもよく、木粉をバインダー樹脂で硬化した合成木材でもよい。合成樹脂
板も各種の合成樹脂を成形加工して製作できる。合成樹脂による成形加工の場合は、金型
を用いて、プレス成形や射出成形などにより、本考案の形状とした座板や背板を直接成形
することもできる。
【００２１】
　また、座板には通常用いられる素材や方法により、脚を下部に接合することができ、座
板の上部には、実施例で示したようにクッションシートやカバーを設けることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本考案の椅子は各種ホール、集会場、会議室、レストラン、食堂などで好適に用いられ
るものではあるが、このような用途に限定されることなく、背板が板状の部材により構成
される椅子として、各種の用途に応用することができる。
【符号の説明】
【００２３】
　１０　座板
　１１　クッションシート
　２０　背板
　２１、２２　側辺部
　２３　上辺部
　２４　切り欠き部
　２５　上端
　２６　飾り模様
　２７、２８、２９　切り取り後の上辺部
　３０　脚
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月18日(2011.5.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　座板と板状体からなる背板とを有する椅子であって、該背板の上辺部の少なくとも一方
の側辺部近傍、または少なくとも一方の側辺部の上辺部近傍に、隣接部分が陥没した形状
の掛け止め部が設けられていることを特徴とする椅子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　背板の上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍に切り欠き部が設けられ、該切り欠き部に
より掛け止め部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の椅子。
【手続補正３】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　背板の少なくとも一方の側辺部の上辺部近傍に切り欠き部が設けられ、該切り欠き部に
より掛け止め部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の椅子。
【手続補正４】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　背板の上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍以外が切り取られ、掛け止め部が形成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の椅子。
【手続補正５】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　背板の上辺部の両方の側辺部近傍、または両方の側辺部の上辺部近傍に、掛け止め部が
形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の椅子。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本考案の椅子は、座板と板状体からなる背板とを有する椅子であって、該背板の上辺部
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の少なくとも一方の側辺部近傍、または少なくとも一方の側辺部の上辺部近傍に、隣接部
分が陥没した形状の掛け止め部が設けられていることを特徴とする。そして、この椅子で
は掛け止め部で手荷物を掛け止めることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、上記の椅子は、背板上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍に切り欠き部が設けら
れ、該切り欠き部により掛け止め部が形成されているもの、あるいは背板の少なくとも一
方の側辺部の上辺部近傍に切り欠き部が設けられ、該切り欠き部により掛け止め部が形成
されているもの、あるいは背板上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍以外が切り取られ、
掛け止め部が形成されているものなどが好ましい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　そして、上記の椅子では、背板の一方の側辺部だけでなく、両方の側辺部に掛け止め部
が形成されていてもよい。さらには、背板を構成する板状体は合成樹脂または合板を素材
とすることや、座板と背板とが連続した板状体から構成されていることが好ましく、また
、座板にはクッションが装着されていてもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　尚、本考案において、隣接部が陥没した形状の掛け止め部は、背板の最上端である上辺
部に設けられるだけでなく、上記のように側辺部の上辺部近傍に切り欠き部が設けられる
場合のように、隣接部が陥没した形状の掛け止め部の上方に、背板の最上端である上辺部
の一部が覆いかぶさるように存在する形状も含まれる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本考案の椅子では、隣接部が陥没した形状の掛け止め部が設けられているために、この
掛け止め部で手荷物を簡単に掛け止めることができる。そして、この掛け止め部は、板状
体を背板に加工する際に、板状体に切込みを入れたり、掛け止め部以外を切り取ったりす
るなどの加工を同時に施すことで簡単に設けることができ、簡易ハンガーなどの付属部品
の必要もなく、手荷物掛けを設置することができる。また、このような掛け止め部は、椅
子のその他の機能を妨げることなく、椅子を利用する人の邪魔にもならず、座り心地の良
い椅子とすることができる。さらに、デザイン的にも種々の変形が応用でき、椅子全体の
デザインを考慮して設計することも可能であり、美観の優れた椅子とすることもできる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　図１および２に示される椅子では、上辺部２３の側辺部２１の近傍に、切り欠き部２４
が設けられ、上辺部２３の側辺部２１近傍は隣接部が陥没した形状の掛け止め部２５とな
っている。このように、掛け止め部２５は隣接部が陥没した形状となっており、ここに手
荷物であるハンドバッグや手提げ袋の手持ちベルトや紐を引っ掛けて、手荷物を掛け止め
ることができる。この実施例では切り欠き部２４の形状は掛け止め易く、見た目の良いＵ
字形としたが、その形状は半円状、逆三角形、矩形などの形状としてもよい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　図３に示される椅子は、前記椅子とは逆側の側辺部２２の近傍に、上辺部２３に切り欠
き部２４が設けられたもので、掛け止め部２５が図１とは左右逆になっている。図４に示
される椅子は美観のために前記椅子の背板２０の中央部分に飾り模様２６が設けられたも
ので、この飾り模様２６は種々の形状とすることができる。図５に示される椅子は切り欠
き部２４が側辺部２１および２２の両方の側辺部近傍に設けられ、左右両方に掛け止め部
２５が形成されており、左右いずれの掛け止め部２５でも手荷物を掛け止めることのでき
るものである。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　図６に示される椅子は、切り欠き部２４が側辺部２１の上辺部２３近傍に設けられ、該
切り欠き部２４により隣接部が陥没した形状の掛け止め部２５が形成されている。この椅
子では、切り欠き部２４が側辺部２１に設けられるために、図1に示される椅子の掛け止
め部２５の上方に背板の上辺部２３が張り出している形状となっている。このタイプでも
、図１～５に示される椅子と同様に、切り欠き部２４が左右入れ替えて設けられたり、左
右両側に設けられたり、さらには飾り模様が設けられたりしたものでもよい。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　図７に示される椅子は、背板２０の側辺部２１および２２近傍以外の上辺部が切り取ら
れ、新たな上辺部２７とされ、両方の側辺部近傍に掛け止め部２５が形成されているもの
である。この椅子でも、掛け止め部２５にて手荷物を掛け止めることができる。この場合
では、両方の側辺部近傍以外の上辺部が切り取られているが、一方の側辺部近傍のみを残
して切り取り、掛け止め部２５を左右のいずれかに設けることでもよい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１９】
　本考案の背板の上辺部の少なくとも一方の側辺部近傍、または少なくとも一方の側辺部
の上辺部近傍に、隣接部分が陥没した形状の掛け止め部が設けられている椅子としては、
以上の実施例から想定しうるその他種々の変形した形状とすることができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　１０　座板
　１１　クッションシート
　２０　背板
　２１、２２　側辺部
　２３　上辺部
　２４　切り欠き部
　２５　掛け止め部
　２６　飾り模様
　２７、２８、２９　切り取り後の上辺部
　３０　脚
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